
参 考 資 料 １ 

東京都行動計画＜緊急事態宣言時の措置＞ 

患者数の増加に伴い地域における医療提供体制の負荷が過大となり、適切な医療を受

けられないことによる死亡者数の増加が見込まれる等の特別な状況において、政府が都

内を対象区域として緊急事態宣言（※１）を行ったときは、国の基本的対処方針（※ 

２）及び本行動計画に基づき、必要に応じ、区市町村の新型インフルエンザ等対策本部

(※３)等の協力を得ながら、以下の措置を講じる。 

新型インフルエンザ等の感染拡大状況により、区市町村から都に特措法第 38 条に基

づく事務の代行の要請があったときは、その事務を代行する。 

また、特措法第 40 条に基づく応援の要請があったときは、応援を行う。加えて、緊

急事態宣言時の措置を実施するため必要があると認めるときは、特措法第 39 条に基づ

く他の道府県に対する応援の要求の規定の活用を検討する。 

なお、政府が都内を対象区域とする緊急事態宣言を解除した場合は、基本的対処方針

に基づき、緊急事態宣言時の措置を縮小・中止する。 

※１ 緊急事態宣言（特措法第32 条） 

政府対策本部長が、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与える新型インフルエ

ンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に

甚大な影響を及ぼし、又はおそれがあると認めるときに、「新型インフルエンザ等緊

急事態宣言」を行う。 

※２ 基本的対処方針（特措法第18 条） 

政府対策本部が、発生したウイルスの病原性や流行の状況を踏まえ、政府行動計画の

うちから対策を選択し決定する。 

※３ 市町村対策本部の設置及び所掌事務（特措法第34 条） 

新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計画で

定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。 

１ 感染拡大防止 

⑴ 緊急事態宣言時の施設の使用及び催物の制限等の考え方

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令（平成 25年政令第 122号。以下「政

令」という。）第 11 条による施設の区分ごとに、新型インフルエンザ等の感染リス

ク、社会生活の維持の観点等を踏まえ、特措法第 24 条及び第 45 条に基づく感染拡

大防止に関する措置の対象、期間及び内容について、必要最小限となるよう総合的

に判断した上、決定する。 
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○区分１施設 これまでの研究により感染リスクが高い施設 

   ⇒ 特措法第 45条に基づき、使用制限も含めて最優先で要請・指示し、 
その旨を公表する。 

ア 学校（ウに掲げるものを除く。） 
イ 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間 
の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供 
する施設（通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。） 

 

○区分２施設 社会生活を維持する上で必要な施設 

    ⇒ 特措法第 24条に基づき、使用制限以外の措置について協力の 
要請を行う。 

病院、食料品店（百貨店の食品売り場を含む。）、ドラッグストア、銀行、 
工場、事務所、公共交通機関等 

 

○区分３施設 運用上柔軟に対応すべき施設 

    ⇒ 特措法第 24条に基づき、できる限り使用制限以外の措置について 
協力の要請を行う。感染拡大の状況に応じ、必要な場合には、特措法 
第 45条に基づき、使用制限も含めて要請・指示し、その旨を公表する。 

 
（ウからスまでは、建築物の床面積の合計が 1000 ㎡を超えるもの） 

ウ 大学、専修学校（高等課程を置く専修学校を除く。）、各種学校その他 

これらに類する教育施設 

エ 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

オ 集会場又は公会堂 

カ 展示場 

キ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗（食品、医薬品、 

医療機器その他衛生用品又は燃料等その他生活に欠くことのができない 

物品として厚生労働大臣が定めるものの売り場を除く。） 

ク ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。） 

ケ 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 

コ 博物館、美術館又は図書館 

サ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設 

シ 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 

ス 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設 

セ ウからスまでに掲げる施設であって、1000 ㎡を超えないもののうち、 

厚生労働大臣が定めて公示するもの 
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 ⑵ 措置の内容 

知事は、施設の管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者に対して、発生

時に国が策定する基本的対処方針、発生した新型インフルエンザ等の病原性及び感

染力に応じて、次に掲げる措置から、感染拡大防止と社会経済活動の維持のバラン

スを鑑み、適時適切に選択し、要請する。 

   ○施設の使用の停止（特措法第 45条） 

○感染防止のための入場者の整理（政令第 12条） 

   ○発熱等の症状のある者の入場禁止（政令第 12条） 

   ○手指の消毒設備の設置（政令第 12 条） 

   ○施設の消毒（政令第 12条） 

   ○マスクの着用など感染防止策の入場者への周知（政令第 12条） 

   ○その他厚生労働大臣が公示するもの 

 

 ⑶ 施設及び催物の使用制限等をする際の都の意思決定手続 

知事は、特措法第 45条に基づき必要最小限の措置を行う場合には、あらかじめ感

染症及び法律の専門家、事業者団体等の意見を聴いた上で、感染拡大防止と社会経

済活動の維持のバランスを鑑みながら、迅速に決定する。 

 

⑷ 実施方法 

○ 都民 

特措法第 45条に基づき、都民に対し、潜伏期間や治癒までの期間を踏まえて期

間を定めて、生活の維持に必要な場合を除きみだりに外出しないことや基本的な

感染予防策の徹底を要請する。対象となる区域については、人の移動の実態等を

踏まえ、感染拡大防止に効果があると考えられる区域（区市町村単位、都内のブ

ロック単位等）とする。 

 

○ 区分１施設（これまでの研究により感染リスクが高い施設） 

特措法第 45 条に基づき、学校、保育所、通所の福祉施設等（政令第 11 条に定

める施設に限る。）に対し、期間を定めて、施設の使用制限（臨時休業や入学試験

の延期等）の要請を行う。要請に応じず、新型インフルエンザ等のまん延を防止

し、都民の生命・健康の保護及び都民生活・経済活動の混乱を回避するため特に

必要があると認めるときに限り、特措法第 45条第３項に基づき、指示を行う。 

要請・指示を行った際には、その施設名を公表する。 

 

○ 区分３施設（運用上柔軟に対応すべき施設） 

特措法第 24 条に基づき、学校、保育所等以外の施設について、職場も含め感染

対策の徹底の要請を行う。 

特措法第 24 条の要請に応じず、公衆衛生上の問題が生じていると判断された施

設（政令第 11 条に定める施設に限る。）に対し、特措法第 45 条に基づき、施設の

使用制限又は基本的な感染予防策の徹底の要請を行う。特措法第 45 条の要請に応
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じず、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、都民の生命・健康の保護、都民生

活・経済活動の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、特措法第

45条に基づき、指示を行う。 

特措法第 45条に基づき、要請・指示を行った際には、その施設名を公表する。 

 

○ 自然障壁等による人の移動が少ない島しょにおいて新型インフルエンザ等が世

界で初めて確認された場合、直ちに集中的な医療資源の投入、特措法第 45条及び

感染症法に基づく措置などを活用した地域における重点的な感染拡大防止策の実

施について検討を行い、国と協議し、結論を得る。 

 

２ 予防接種 

区市町村において、国の基本的対処方針を踏まえ、都民に対し、特措法第 46条の規

定に基づき、予防接種法第６条第１項に規定する臨時の予防接種としての住民接種を

実施する。 

 

３ 医療 

医療機関、医薬品若しくは医療機器の製造販売業者又は販売業者等である指定（地

方）公共機関は、業務計画で定めるところにより、医療又は医薬品若しくは医療機器

の製造販売等を確保するために必要な措置を講じる。 

都は、保健所設置区市及び国と連携し、区域内の医療機関が不足した場合、患者治

療のための医療機関における定員超過入院等のほか、医療提供体制の確保、感染拡大

の防止及び衛生面を考慮し、新型インフルエンザ等を発症し外来診療を受ける必要の

ある患者や、病状は比較的軽度であるが在宅療養を行うことが困難であり入院診療を

受ける必要のある患者等に対する医療の提供を行うため、臨時の医療施設を設置し、

医療を提供する。 

臨時の医療施設において医療を提供した場合は、流行がピークを越えた後、その状

況に応じて、患者を医療機関に移送する等により順次閉鎖する。 

 

４ 都民生活及び経済活動の安定の確保 

指定（地方）公共機関は、業務計画で定めるところにより、その業務を適切に実施

するため、必要な措置を開始する。 

また、登録事業者は、医療の提供並びに都民生活及び経済活動の安定に寄与する業

務の継続的な実施に向けた取組を行う。 

 

 ⑴ 電気、ガス及び水の安定供給 

電気事業者及びガス事業者である指定（地方）公共機関は、それぞれ業務計画で

定めるところにより、電気及びガスの供給支障の予防に必要な措置等、新型インフ

ルエンザ等緊急事態において電気及びガスを安定的かつ適切に供給するために必要

な措置を講じる。 

水道事業者である都及び市町村は、それぞれ行動計画で定めるところにより、消
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毒その他衛生上の措置等、新型インフルエンザ等緊急事態において水を安定的かつ

適切に供給するために必要な措置を講じる。 

 

⑵ 運送・通信の確保 

運送事業者である指定（地方）公共機関は、それぞれ業務計画で定めるところに

より、施設の状況確認、感染拡大防止の実施等、新型インフルエンザ等緊急事態に

おいて旅客及び貨物を適切に運送するために必要な措置を講じる。 

電気通信事業者である指定（地方）公共機関は、それぞれ業務計画で定めるとこ

ろにより、感染拡大防止策の実施、災害対策用設備の運用等、新型インフルンザ等

緊急事態において通信を確保するために必要な措置を講じる。 

 

 ⑶ サービス水準に係る都民への呼び掛け 

事業者のサービス提供水準に係る状況の把握を開始し、都民に対し、感染が拡大

した段階において、サービス提供水準が相当程度低下する可能性への理解と協力を

呼び掛ける。 

 

 ⑷ 緊急物資の運送等 

緊急の必要がある場合には、運送事業者である指定（地方）公共機関に対し、食

料品等の緊急物資の輸送を要請する。 

また、緊急の必要がある場合には、医薬品等販売業者である指定（地方）公共機

関に対し、医薬品又は医療機器の配送を要請する。 

正当な理由がないにもかかわらず、上記の要請に応じないときは、必要に応じ、

指定（地方）公共機関に対して輸送又は配送を指示する。 

 

 ⑸ 生活関連物資等の価格の安定等 

都民生活及び事業活動の安定のために、物価の安定及び生活関連物資等の適切な

供給を図る必要があることから、生活関連物資等の価格の高騰、買占め及び売惜し

みが生じないよう、調査・監視をするとともに、必要に応じ、関係事業者団体等に

対して供給の確保や便乗値上げの防止等の要請を行う。 

また、生活関連物資等の需給・価格動向や実施した措置の内容について、都民へ

の迅速かつ的確な情報共有に努めるとともに、各相談窓口に寄せられた都民からの

相談や情報を、都対策本部で情報共有し、必要な対策を講じる。 

さらに、生活関連物資等の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれが

あるときは、本行動計画で定めるところにより、適切な措置を講じる。 

 

 ⑹ 物資の売渡しの要請等 

医薬品、食料、燃料など新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な特定

物資の確保に当たっては、あらかじめ所有者に対し、物資の売渡しの要請の同意を

得ることを基本とする。 

なお、新型インフルエンザ等緊急事態により当該特定物資等が使用不能となって
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いる場合や当該特定物資が既に他の道府県による収用の対象となっている場合など

の正当な理由がないにもかかわらず、当該所有者等が応じないときは、必要に応じ、

物資を収用する。 

また、特定物資の確保のため緊急の必要がある場合には、必要に応じ、都内の事

業者に対し特定物資の保管を命じる。 

 

 ⑺ 新型インフルエンザ等の発生時の要配慮者への生活支援 

区市町村に対し、在宅の高齢者、障害者等の要配慮者への生活支援（見回り、介

護、訪問介護、訪問診療、食事の提供等）、搬送、死亡時の対応等を行うよう要請す

る。 

 

⑻ 埋葬・火葬の特例等 

区市町村に対し、火葬場の経営者に可能な限り火葬炉を稼働させるよう、要請す

る。 

また、死亡者が増加し、火葬能力の限界を超えることが明らかになった場合には、

一時的に遺体を収容する施設等を直ちに確保するよう要請する。 

さらに、遺体の埋葬及び火葬について、墓地、火葬場等に関連する情報を広域的

かつ速やかに収集し、遺体の搬送の手配等を実施する。 

 

⑼ 新型インフルエンザ等の患者の権利利益の保全等 

国が特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法

律（平成８年法律第 85号）に基づき、行政上の権利利益に係る満了日の延長に関す

る措置、期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置等の特例措置のう

ち、当該新型インフルエンザ等緊急事態に対する適用が指定された場合は、適切に

対応する。 

 

⑽ 新型インフルエンザ等緊急事態に関する融資 

政府系金融機関等が、中小企業等の業者の経営の安定に必要だと考えられる場合

に、特別な融資を実施するなどの措置を実施する場合は、事業者へ周知するなど適

切に対応する。 

 

５ 都市機能の維持 

混乱に乗じて発生が予想される各種犯罪を防止するため、犯罪情報の集約に努め、

広報啓発活動を推進するとともに、悪質な事犯に対する取締りを徹底する。 

 

 

出典：東京都新型インフルエンザ等対策行動計画第 3章＜緊急事態宣言時の措置＞ 
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参 考 資 料 ２ 

【用語解説】

○インフルエンザ

インフルエンザウイルスによる感染症で、原因となるウイルスは抗原性の違いから、

Ａ型、Ｂ型、Ｃ型に大きく分類される。Ａ型はさらに、ウイルスの表面にある赤血球凝

集素（ＨＡ）とノイラミニダーゼ（ＮＡ）という、2 つの糖蛋白の抗原性の違いにより

亜型に分類される。（いわゆるＡ／ソ連型（ＨＩＮＩ）、Ａ／香港型（Ｈ３Ｎ２）という

のは、これらの亜型を指している。）

○感染症指定医療機関

感染症法に規定された感染症（一類、二類、新型インフルエンザ等、指定感染症又は

新感染症）に罹患した患者の入院医療を行う医療機関。

○感染症診療協力医療機関

感染症患者又は感染症が疑われる患者の受入体制を有し、診断確定に至るまでの経過

観察を行う医療機関（必要に応じて１～２日間程度の入院扱いを含む。）。

○感染症地域医療体制ブロック協議会

感染症指定医療機関、感染症診療協力医療機関等を中心とした医療連携体制の確保・

連携を推進するため、都内を感染症指定医療機関ごとのブロックに分け、設置した協議

会。都が開催する。 

○基礎疾患を有する者

新型インフルエンザに罹患することで重症化するリスクが高いと考えられている者を

いう。通常のインフルエンザでの経験に加え、平成２１年の新型インフルエンザについ

ての海外の知見により、以下の者が該当すると考えられる。

 慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、代謝性疾患（糖尿病等）、腎機能障害、免疫不全（ステ

ロイド全身投与等）等を有しており治療経過や管理の状況等を勘案して医師により重症

化へのリスクが高いと判断される者等。

○クラスターサーベイランス

インフルエンザ様疾患発生報告及び感染症等集団発生時報告の報告時に、集団内の一

部のインフルエンザ様疾患患者のウイルス検査を実施し、集団発生のウイルスにおける

型を調べるサーベイランス。このウイルス検査を伴うクラスターサーベイランスは、定

点医療機関当たり患者報告 1.0 人（週）を超えるまで継続する。 
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○抗インフルエンザウイルス薬

インフルエンザウイルスの増殖を特異的に阻害することによって、インフルエンザの

症状を軽減する薬剤（タミフル、リレンザなど）。ノイラミニダーゼ阻害剤は抗インフル

エンザウイルス薬の一つであり、ウイルスの増殖を抑える効果がある。

○個人防護具（ＰＰＥ）

エアロゾル、飛沫などの曝露のリスクを最小限にするためのバリアとして装着するマ

スク、ゴーグル、ガウン、手袋等をいう。病原体の感染経路や用途（スクリーニング、

診察、調査、侵襲的処置等）に応じた適切なものを選択する必要がある。

○サーベイランス

見張り、監視制度という意味。

特に人の感染症に関しては、感染症法に基づき、感染症の発生状況（患者および病原

体）の把握および分析が行われている。できるだけ早期に感染症の発生を把握し、その

分析により早期に適切な対策を立てることを目的にしている。

○指定公共機関

独立行政法人等の公共的機関及び医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気等

の供給、輸送その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるもの。新型インフルエン

ザが発生したときは、法で定めるところにより、その業務について、新型インフルエン

ザ対策を実施する責務を有する。

○指定地方公共機関

都道府県の区域において医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気等の供給、

輸送その他の公益的事業を営む法人、地方道路会社等の公共的施設を管理する法人及び

地方独立行政法人のうち、指定公共機関以外のもので、都道府県知事が指定するもの。

新型インフルエンザが発生したときは、法で定めるところにより、その業務について、

新型インフルエンザ対策を実施する責務を有する。

○死亡率

ここでは、人口１０万人あたりの、流行期間中に新型インフルエンザ等に罹患して死

亡した者の数。

○新型インフルエンザ

新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフ

ルエンザであって、一般に国民が新しいウイルスに対する免疫を獲得していないことか

ら、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが

あると認められるものをいう。
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○新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）／インフルエンザ（Ｈ１Ｎ１）2009 
 2009 年（平成 21 年）4 月にメキシコで確認され世界的大流行となったＨ１Ｎ１亜型

のウイルスを病原体とするインフルエンザをいう。「新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ

１）」との名称が用いられたが、2011 年（平成 23 年）3 月に大部分の人がそのウイルス

に対する免疫を獲得したことから、季節性インフルエンザとして扱い、その扱い、その

名称については、「インフルエンザ（Ｈ１Ｎ１）2009」としている。 
 
○新型インフルエンザ専門外来 
 新型インフルエンザ等の発生国からの帰国者や、または新型インフルエンザ等患者と

の濃厚接触者のうち、発熱・呼吸器症状等のある人を対象とした外来。当外来のある医

療機関名を公開することはない。 
 
○新型インフルエンザ相談センター 
 発熱・呼吸器症状等のある人のうち、新型インフルエンザ専門外来へ紹介する必要の

ある人と、そうでない人を振り分ける機能を持つ、電話相談センター。 
 
○新感染症 
 感染症法に定められた、感染症類型のひとつ。人から人に伝染すると認められる疾病

で、すでに知られている感染症の疾病とその病状または治療の結果が明らかに異なるも

の。その疾病にかかった場合には病状の程度が重篤であり、かつ、まん延により国民の

生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。新型インフ

ルエンザ、MERS(中東呼吸器症候群)などが想定されている。 
 
○積極的疫学調査 
 患者、その家族及びその患者や家族を診察した医療関係者等に対し、質問又は必要な

調査を実施し、情報を収集し分析を行うことにより、感染症の発生の状況及び動向、そ

の原因を明らかにすること。感染症法第 15 条に基づく調査をいう。 
 
○致命率 
 流行期間中に新型インフルエンザに罹患した者のうち、死亡した者の割合。 
 
○東京感染症アラート 
 都では、新型インフルエンザ等の疑いのある患者が都内医療機関を受診した場合、都

内の保健所と協力し、24 時間体制で、迅速な検査と精密な検査を組み合わせた検査を行

っている。 
 
○特定接種 
新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定

に寄与する業務を行う従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務

員・地方公務員に対して臨時に行われる予防接種。プレパンデミックワクチンの使用が
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想定されている。 

○鳥インフルエンザ

一般に、鳥インフルエンザは鳥の感染症であるが、稀に、鳥インフルエンザのウイル

スが人に感染し、人の感染症を引き起こすことがある。元来、鳥の感染症である鳥イン

フルエンザのウイルスが種差を超えて、鳥から人へ感染するのは、感染した鳥又はその

死骸やそれらの内臓、排泄物等に濃厚に接触した場合に限られるとされている。また、

人から人への感染は極めて稀であり、患者と長期間にわたって感染予防策を取らずに濃

厚に接触した家族内での感染が報告されている。

○濃厚接触者

新型インフルエンザ等の患者と濃密に、高頻度又は長時間接触した者。発生した新型

インフルエンザ等の特性に応じ、具体的な対象範囲が決まるが、例えば、患者と同居す

る家族等が想定される。

○パンデミック

感染症の世界的大流行。

○パンデミックワクチン

新型インフルエンザが発生した段階で、出現した新型インフルエンザウイルス又はこ

れと同じ抗原性をもつウイルスを基に製造されるワクチン。

○病原性

新型インフルエンザ対策では、ヒトがウイルスに感染した場合の症状の重篤度として

用いることが多い。なお学術的には、病原体が宿主（ヒトなど）に感染して病気を起こ

させる能力であり、病原体の侵襲性、増殖性、宿主防衛機構の抑制能などを総合した表

現。

○プレパンデミックワクチン

新型インフルエンザが発生する前の段階で、新型インフルエンザウイルスに変異する

可能性が高い鳥インフルエンザウイルスを基に製造されるワクチン（現在、我が国では

Ｈ５Ｎ１亜型の鳥インフルエンザウイルスを用いて製造）

○要援護者

同居または近くに家族がいないため、介護ヘルパーの介護や介助なしでは日常生活が

できない独居高齢者や障害者等。
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